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第 ７ 号議 案  

 

 

令 和３ 年 度江戸 川区 国 民健康 保険事 業特別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ）  

 

 

令和３年度江戸川区の国 民健 康保険 事業特 別 会計補正予算（第４号）は、次に定め  

るところによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ  ３ ,６４９ ,８５６千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ  ６３ ,９７０ ,２８９千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 

 

令和４年２月１７日提出  

 

江  戸  川  区  長   斉  藤   猛  
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第 ４  表  特 別  区 債 補  正 
 変  更 

起 債 の 目 的  
補 正 前 補 正 後 

限 度 額    

起債の方法  

証券発行又は普通貸

借の方法により政府

その他より起債する。

証券発行の場合にお

ける発行価格は、額面

１００円につき９８

円以上とし発行価格

が額面金額を下回る

ときは、それぞれの発

行価格差減額をうめ

るために必要な金額

をそれぞれの限度額

に加算し、その金額を

限度額とすることも

ある。 

    

利    率  

年５.０％以内（ただ

し、利率見直し方式で

借り入れる政府資金及

び地方公共団体金融機

構資金について、利率

の見直しを行った後に

おいては、当該見直し

後の利率） 

    

償還の方法  

起債のときから据置

期間を含め、３０年以

内に元利均等額、元金

均等額、満期一括額の

いずれかの方法によ

り償還する。ただし、

融資条件又は財政の

都合その他によって

は繰上償還をするこ

とができる。 

 

そ  の  他  

金融事情その他の都合

により、起債額の全部

又はその一部を翌年度

に繰越起債することも

ある。 

限 度 額    

起債の方法  

補正前に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

利    率  

補正前に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

償還の方法  

補正前に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ  の  他  

補正前に同じ 

 千円 千円 

学校用地取得事業 ２,７００    １,９００ 

    

  
 

 

   

   

合 計 ２,７００ １,９００ 
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第１ 補

1 国 民

正

健 康 保 険 料 14,68

歳

6,363 △357,

　

066 14,329,

　

297

入

3 国 庫 支 出 金 1 178

（

,514 178,51

単

5

1 国

位

庫 補 助 金 1 178,5

：

14 178,515

表

千

4 都 支 出

円

金 38,932,44

）

2 2,788,754 41,721,196

1 都 補 助 金 38,932,442 2,788,754 41,721,196

5 繰 入 金 6,480,86

 

7 △188,228 6

科

,292,639

　

1 一 般 会 計

　

繰 入 金 6,480,8

　

67 △188,228

　

6,292,639

 

6 繰 越 金

 

114,994 1,2

 

27,882 1,34

 

2,876

歳

　

1 繰 越 金 114,

目

994 1,227,8

補

82 1,342,87

正

6

補正

前

されなかった款項に係

の

る額 105,766 1

額

05,766

補

歳　　　入　　

 

　合　　　計 60,3

正

20,433 3,64

入

 

9,856 63,97

額

0,289

歳　　出 （

計

単位：千円）

款

科　　　　 

項

   　目
補正前の額

1

補 正 額 計
款 項

198

2 保 険 給 付 費 38,794,046 2,483,933 41,277,9

歳

79

1 療 養 諸 費 33,558,060 2,146,097 35,704,

1

157

国

2 高 額 療 養 費 4,84

民

4,785 407,8

健

76 5,252,66

康

1

4 出

保

産 育 児 諸 費 273,0

出

険

00 △70,040 2

料

02,960

1

7 諸 支 出 金 11

4

5,426 1,165

,

,923 1,281,

6

349

8

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算

6

金 115,425 45

,

3,633 569,0

3

58

2

予

6

一 般 会 計 繰 出 金 1 71

3

2,290 712,2

△

91

補

3

正されなかった款項に

5

係る額 21,410,

7

961 21,410,

,

961

0

歳　　　出　　　合　

6

　　計 60,320,

6

433 3,649,8

算

1

56 63,970,2

4

89

,329,297
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